
    ③  所得階層別
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 軽減税率適用法人  A

 その他            B

 軽減税率適用法人  E 249 46 88,586 22 137,143 8 74,041 105 2,586,243 29 2,029,461 40 11,089,699 6 14,797,937 505 30,803,110

 その他            F 112 7 21,944 11 67,984 7 63,758 55 1,543,141 37 2,661,124 128 40,407,478 30 119,568,100 387 164,333,529

13,673 3,401 4,569,488 893 5,131,138 276 2,477,643 1,140 24,714,116 202 14,273,064 113 23,427,916 4 6,444,763 19,702 81,038,128

14,034 3,454 4,680,018 926 5,336,265 291 2,615,442 1,300 28,843,500 268 18,963,649 281 74,925,093 40 140,810,800 20,594 276,174,767

14,034 3,454 4,680,018 926 5,336,265 291 2,615,442 1,300 28,843,500 268 18,963,649 281 74,925,093 40 140,810,800 20,594 276,174,767

 (注) １  所得金額欄は、令和4年度において確定した普通法人に係る法人の事業税額に対応する所得金額（清算法人、法第72条の2第1項第2号、第3号及び第4号に掲げる事業のみを行う法人を除く）のうち

　　　　現事業年度分について作成した。

      ２  軽減税率適用法人については、所得金額の総額によって区分した。

      ３  事業年度が年2回の法人の所得の区分については、「年所得400万円以下」欄には200万円以下のものを記載し、以下の所得区分についても同様に記載した。

      ４  分割法人については、主たる事務所又は事業所が香川県に所在するもののみについて、所得金額の総額を記載した。
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合    計年所得400万円以下
年所得400万円超

800万円以下
年所得800万円超
1,000万円以下

年所得1,000万円超
5,000万円以下

年所得5,000万円超
1億円以下

年所得1億円超
10億円以下

年所得10億円超


